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1.はじめに
多くの感染者が出ている新型コロナウイルス感染症

(COVID-19)の影響は実際に感染患者の治療を⾏う医療
機関だけではなく、受診抑制も含めて多くの医療機関に及
んでおり、これによる経営状況も大きく変化しています。

最新の医療経済実態調査によると、2019年・2020年・
2021年の各年の6⽉の単⽉⽐較では国公⽴病院を除い
て「2021年は2020年よりは医業収⽀が改善しているもの
の2019年の⽔準に戻っていない」状況です。これとは別に国
公⽴病院では「2021年は2020年よりも悪化している」こと
が分かります。

1

コロナ禍ではありますが、日々、全国で多くの患者さんが何らか
の⾝体の不調で病院や診療所などの医療機関を受診されてい
ます。

国⺠皆保険制度と⾔われる国⺠全てに平等な医療が⾏き届く
よう定められた制度により全国の保険医療機関で受療される
患者さんは、受診事由が自然分娩や交通事故・労働災害など
の場合を除いて保険診療や保険薬剤を受けていることになりま
す。この日本に於ける保険診療および保険薬剤はその成⽴から
今日に至るまで公定価格制となっており、厚生労働大臣に価
格決定権があります。この価格改定の際には、厚生労働大臣
は中央社会保険医療協議会（いわゆる「中医協」）に諮問し
なければなりません。
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この中医協の答申に基いて、2年ごとに保険診療および
保険薬剤の価格となる診療報酬の改定を実施しています。
2022年4⽉には診療報酬改定が⾏われます。中医協での
個別改定項目も公開され、改定説明会も動画配信される
こととなりました。

このように医療機関を取り巻く状況は日々変化しつつあり、
その状況に応じた対応を取っていくことが必要となります。ここ
からは、これらの環境の変化と関連している病院内のさまざま
な情報について述べていきます。
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2.環境の変化と自院の情報
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前項で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響の
お話をしましたが、この新型コロナウイルスに感染した患者さん
⽤の⼊院病床の病床使⽤率が大きく取り上げられています。
この「病床使⽤率」は新型コロナウイルス感染患者が⼊院で
きる病床として確保された病床数に対する当該病床に⼊院し
ている患者の割合です。これはコロナ禍での地域全体の状況
（ステージ）を判断する指標のひとつとして利⽤されているも
のですが、同様な指標が病院の各病棟の状況を表すものとし
て活⽤されています。それが「病床利⽤率」と「病床稼働率」
です。
「病床利⽤率」と「病床稼働率」のそれぞれの定義は【図1】の
とおりとなります。

その1︓病床利⽤率と病床稼働率
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両者の違いは「病床利⽤率」では分⼦は対象期間内の24時
現在の病棟毎の在院患者の数を合計したものですが、「病床
稼働率」では前述の在院患者の数にその日1日に退院した患
者の数を⾜しているところです。分⺟はどちらも対象期間内の
総稼働病床数です。このことから「病床利⽤率」は稼働病床
のうちで⼊院患者が利⽤している病床の率、⾔い換えれば、
24時時点で空いている病床の率を表しており、稼働病床に全
く⼊院患者さんが⼊っていなければ0％、満床状態であれば
100％となります。これにより、対象病棟での⼊院患者を受け
⼊れる余裕度が⾒て取れます。
これに対して「病床稼働率」では退院患者も含まれていますの
で、1日のうちで稼働病床全体を何⼈の患者さんが利⽤した

のかを示す数値となり、病床がどれだけ効率的に使われていた
かが判ります。
1つの病床を2⼈以上の患者さんが利⽤することもありますので、
分⼦は稼働病床数を超える場合もあり、その場合は100％以
上となります。
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【図2】は病床種別毎の病床利⽤率の推移ですが、ここ数年、
一般病床はほぼ横ばいで、感染症病床はやや増加傾向です
が、他の病床種別では減少傾向にあります。
このコロナ禍で医療機関を受診する患者さんの動向がそれ以
前とは異なっている可能性があります。
それが自院の⼊院患者さんの動向にどの程度影響しているか
をこの病床利⽤率や病床稼働率で確認して対応を取る必要
がありますが、できればコロナ禍以前の状況との⽐較が望ましい
と思われます。
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3.環境の変化と自院の情報
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その2︓平均在院⽇数

8

「病床利⽤率」や「病床稼働率」にも関連してくる指標とし
て「平均在院日数」があり、定義は【図3】の通りです。

“在院患者延べ数”については、病院全体で観る場合と病棟
単位で観る場合があり、それぞれ全体・病棟単位での集計
が必要となります。
また、同じ「平均在院日数」でも診療報酬上の⼊院基本料
等の施設基準に係る「平均在院日数」を計算する場合は、
年間や⽉間ではなく直近３ヶ⽉間の数値を⽤いた上で、新
⼊院を新⼊棟、退院を退棟と置き換えて計算します。この時、
診療報酬上の施設基準という性格から、保険診療対象外と
なる自費・労災・交通事故等の患者は除外され、短期滞在
手術等基本料３を算定した患者の一部も除外するなど、病
院全体の「平均在院日数」とは異なる計算結果となります。
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このように施設基準に関連してくるなど一部の例外はありま
すが、「平均在院日数」と⾔えば前者の病院ないしは病棟全
体の値を⽤いられることが多く、他の同様な医療機関との数
値⽐較も容易になっています。

在院日数」自体は対象となる疾患によっても⼊院している病
院によっても異なりますが、同一疾患であれば治療能⼒の⾼
い病院ほど短くなると考えられます。

このことから、対象となる病棟ないしは病院全体の「平均在
院日数」の⻑短で現状の治療状況を把握することができる
可能性があります。ちなみに厚生労働省の病院報告（令和
元年）によると、精神病床は365.8日と最も⻑く、続いて

療養病床が135.9日、結核病床が64.6日、一般病床が
16.0日で、一番短い病床が感染病床の8.5日となっており、
病床の種別により「平均在院日数」に大きな差があります。
【図4】【図5】（次頁）

自院の病床種別毎の「平均在院日数」を全国平均と⽐較
することで自院の現状を確認することができます。DPC対象
病院であればDPCコード毎に全国平均や他院との⽐較がで
きますので、より詳細な分析と対応が可能となります。
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4.環境の変化と自院の情報
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その3︓看護必要度
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「看護必要度」（重症度、医療・看護必要度）は、患
者の重症度と活動⾏為および患者に提供されるべき看護
の必要量を測るための指標のことです。2008年度に7対１
⼊院基本料の届出要件に導⼊されて以来、医療需要に
応じた病院の機能分化を図る政策の一つとして、「看護必
要度」の⾒直しや、⼊院料を決定する基準としての⾒直し
が⾏われてきました。2020年度の診療報酬改定では、さら
に⼊院料の基準が厳しくなり、病院の機能分化を進める政
策が強化されています【図6】。
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「看護必要度」はＡ項目からＣ項目の3つの大項目からなる
24の評価項目を対象病棟の⼊院患者について毎日測定し、
直近３ヶ⽉の該当患者（合計点数が基準を超える患者）
の割合で判定される指標で、患者の重症度と看護の必要量
が測定されています。なお、Ａ項目は『患者に⾏われている治
療内容』、B項目は『患者の自⽴度や活動状況』、C項目は
『急性期の密度の⾼い治療の有無』についての評価項目と
なっています。
「看護必要度」は看護業務を可視化して、看護の質を保証

するための「看護師の適正な配置」を図ることが目的であり、病
棟管理でも活⽤することができます。また、⼊院基本料の基準
として「看護必要度」が指標となったことで、医療需要に対し

適正な看護配置であるか、適正な⼊院料であるか、を示すも
のともなっています。そして、この「看護必要度」の評価が正確
でなければ、看護配置や⼊院料の適正性を保ち、看護の必
要量を正しく評価することができません。
正確な「看護必要度」を把握するには直接的に評価業務を

⾏う病棟看護部門だけではなく、医師や薬剤師、医事課など
の各部門との情報共有が不可⽋のものとなります。
現在、協議が進められている2022年度の診療報酬改定でも
「看護必要度」が大きく取り上げられていることから、改定情報
を収集しつつ、病院全体での対応を検討することが必要となり
ます。
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4.今回のまとめ

医療機関と取り巻く環境の変化と自院での情報の取り扱いについて、今回は「病床利⽤率・病床稼
働率」「平均在院日数」「看護必要度」を例に述べてきました。
次回は「性別・年齢別・地域別患者数」をはじめとした病院の他の指標を例にお話を進めていきたいと
思います。
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著者紹介

中村 敦
医療データ分析ラボ（医療データサイエンティスト）
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略歴
◆山口県済生会下関総合病院（1978〜2017）

医事課⻑・企画建設対策室⻑・事務⻑を歴任
病院新築移転事業・病院情報システム構築事業に携わり、各種データ分析
による病院経営を実践

◆山口県⽴病院機構（2017〜2019）
山口県⽴病院機構 経営企画室⻑
山口県⽴総合医療センター 企画調整室⻑を兼任
電⼦カルテシステム更新プロジェクト責任者
各種データ分析による病院経営の企画⽴案を実践
山口市医師会防府医師会地域医療介護連携事業企画/選定に参画

◆「医療データ分析ラボ」起業（2019〜）
医療データの分析に携わる⼈材の育成、分析データによる病院運営のコンサル
を実施

地域医療構想を踏まえた地域医療に関わる各種指標分析を⾏い、学会等で
発表・講演
（日本医療情報学会・日本医療マネジメント学会・日本医療病院管理学会

など）
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PROBE（プローブ） 【メーカーレス対応版】
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「PROBE」のメーカーレス版をリリースします。
データ提出加算に対応した医療機関に向けた
指標分析ツールです。
様式１ファイル、Ｅ／Ｆファイルに対応したものに
なっています。

病床機能毎に、看護必要度、日常生活機能評価、医療区分・ADL区分の達成率を日々意識することができると同時に、
1患者の診療単価の状況や療養病棟/地域包括ケア病棟と⾔った包括⼊院料の包括された点数が日毎に表現され、請
求点数との⽐較ができます。転棟の最適化を図ることにお役⽴ていただけます。
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ありがとうございます
株式会社サンネット
082 248 7782

iryo@csunnet.co.jp
https://www.csunnet.co.jp/service/medical/probe.html
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